
議 
第 

一 

号 

  
 
 

仙
台
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

  

標
記
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
仙
台
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
し
ま
す
。 

 

令
和
七
年
二
月
七
日 

 

提 

出 
者 

 

議 

員 
 
 

野 
 

田 
 
 

 

譲 

 

 

〃 
 
 
 

鎌 
 

田 
 

城 
 

行 

 

 

〃 
 
 
 

加 
 

藤 
 

け
ん
い
ち 

 

 

〃 
 
 
 

花 
 

木 
 

則 
 

彰 

 

 
 

〃 
 
 
 

跡 
 

部 
 

 
 

薫 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

仙 

台 

市 

議 

会 

議 

長 

橋 

本 
 

啓 

一 
 

様 



仙
台
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

仙
台
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
十
項
中
「
以
下
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
」
に
、「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に

改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
五
項
中
「
及
び
第
二
十
九
条
」
を
削
り
、「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
、
福
利
厚
生
」
を
「
若
し
く
は
福
利
厚
生
」
に
、

「
そ
の
他
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
議
会
の
保
有
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
及
び
「
こ
の
章
及
び
第

四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
五
十
七
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を

削
る
。 

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

第
四
十
七
条
中
「
第
四
章
」
を
「
前
章
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
八
条
中
「
特
定
」
の
下
に
「
に
資
す
る
情
報
の
提
供
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
改
正
規
定

は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 
 

 

理 

由 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
刑
法
の
改
正
に
伴
い
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。 

  


